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協同農業普及事業の実施に関する方針 

 

令和７年 11月４日決裁 

埼 玉 県 農 林 部 

 

はじめに  

 本県では、人口4,400万人の大消費地である首都圏の中央に位置する地の利を生か

し、農業産出額の約47％を占める野菜をはじめ、米、麦、畜産、花植木、果樹、茶など

多彩な農産物が生産されている。 

 また、本県農業は、県民に対して食料を安定的に供給するとともに、食品産業や観光

業などと結び付き、地域の経済や県民生活に活力をもたらすなど重要な役割を担ってい

る。 

 しかし、農業、農山村を取り巻く環境は、農業就業人口の減少や高齢化、国内市場の

縮小と消費者ニーズの変化、生産資材価格の高騰、自然災害等のリスクの顕在化、デジ

タル技術の発展、環境負荷低減の取組の重要性の高まりなど、めまぐるしく変化してい

る。 

 こうした中で、本県では、埼玉県農林水産業振興条例（平成29年条例第14号）に基づ

き農林水産業の振興に関する基本的な計画（以下「振興基本計画」という。）を策定

し、本県農業の持続的発展と県民の豊かな生活のため、施策を推進することとしてい

る。 

 この振興基本計画が示す将来像の実現に向け、普及指導活動においては、直接農業者

に接して支援を行う普及指導員が、技術を核として、農業者と地域の関係者等との結び

付きの構築等を通じ、担い手の育成・確保、農業者の所得向上及び地域農業の生産面・

流通面等における革新的な取組を総合的に支援するとともに、牽引役を果たしていく必

要がある。 

 こうしたことから、普及指導活動を円滑に実施するため、農業改良助長法（昭和23年

法律第165号）第７条に基づき、令和８年度以降、おおむね５年間における協同農業普

及事業の実施に関する方針を定める。 

 

第１ 普及指導活動の課題と方法に関する事項 

 １ 普及指導活動の課題 

 本県農業の持続的な発展を図るため、協同農業普及事業の運営に関する指針（令

和７年４月30日農林水産省告示第674号。以下「運営指針」という。）第２の１を

基本として、協同農業普及事業において次の課題に重点的に取り組む。 

（１）埼玉農業を支える担い手の育成及び確保 

 栽培技術や経営の改善及び向上、農業経営の法人化や労働環境の整備、雇用労
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力の活用、販路開拓、農地の効率的な利活用などを支援し、地域農業を牽引する

担い手を育成する。 

 新規就農者や女性、高齢者、農業に参入した企業等に対して、関係機関と連携

して知識や経験に応じたきめ細かな支援を実施し、多様な担い手を育成・確保す

る。  

（２）農地の有効利用 

 地域計画の実現に向け、担い手への生産基盤継承の推進や農地の集積・集約化

に向けた地域の合意形成の支援を行う。 

 また、集積・集約化された農地において、主食用米の高品質生産、飼料用米な

どの導入及び生産安定、麦・大豆の生産振興、野菜の生産拡大などを推進する。 

（３）ニーズに応じた農林水産物の供給と持続可能な生産体制の構築・高付加価値化 

  の推進 

 農地の効率的な利用や新品種・新技術の導入、新たな栽培体系の確立、肥料・

飼料における国内資源の利用拡大などを支援し、生産力の強化を推進するととも

に、食料システム関係者との連携の下、マーケットインの生産体制の構築を推進

する。 

 また、「みどりの食料システム戦略」や「埼玉県環境負荷低減事業活動促進基

本計画」において掲げられた目標の実現等に向け、新たな技術導入の取組を推進

する。 

 さらに、県産農産物のブランド化や農業の６次産業化などの高付加価値化、消

費者の信頼確保に向けた農業生産工程管理（ＧＡＰ）など、国内外のニーズに対

応した戦略的な産地づくりの取組を支援する。 

（４）イノベーションの促進 

 スマート農業及び生産方式に関する相談体制を整えるとともに、これらの導入

に向けた計画づくり等に対し伴走支援を行う。 

 また、生産現場における労働力不足や規模拡大に向けた生産性向上等の課題へ

の対応として、専門作業の受託等を行う農業支援サービスの活用促進を図る。 

 さらに、試験研究機関等と連携し、スマート農業の実践による生産・流通現場

の技術革新に向けた取組を支援する。 

（５）災害等のリスクへの対応 

 自然災害に対し、気象データを活用した事前・事後の技術対策を支援するとと

もに、気候変動の影響を軽減するための対策技術の導入を推進する。 

 また、病害虫の予防やまん延防止に向け、迅速な情報提供や技術指導を実施す

るとともに、鳥獣被害防止に向け、対策技術の普及を推進する。 

 さらに、災害等のリスクに対し、農業者のニーズに対応した経営安定を図るた
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めの取組を支援する。 

（６）農業を核とした活力ある地域づくり 

 農業者に対する技術・経営指導の中で、農村の実態や要望を把握し、地域計画

の実現に向けた合意形成を支援する。 

 また、地域の多様な関係機関と連携し、地域コミュニティの維持・強化や都市

と農山村との交流、農福連携、農業と観光産業の融合、食文化の伝承など、都市

地域・中山間地域の特性に応じた課題解決のための取組を支援する。 

 ２ 普及指導活動の方法に関する事項 

 普及指導活動を効果的かつ効率的に実施するため、普及指導活動方法に関し、次

に掲げる事項に取り組む。 

（１）農業者に対する支援の充実・強化 

 普及指導員の本来職務である直接農業者に接して行う普及指導活動に要する時

間が十分に確保されるよう努める。また、普及指導活動の充実・強化及び効率化

を図る観点からＩＣＴの積極的な導入・活用に取り組む。 

 さらに、試験研究成果等の幅広い技術・経営情報に加え、補助事業や融資制度

などの行政施策についての情報提供を積極的に行う。 

 並びに、普及指導活動により得られた活動の成果や生産現場のニーズ等の情報

を行政機関や農業団体等に積極的に発信する。 

 加えて、地域計画の実現や見直しに向けた協議が円滑に進むよう、話し合いの

コーディネート役を担うなど必要な支援を行う。 

（２）食料システム関係者等の多様な関係者との連携強化 

 普及指導員が食料システム関係者等の多様な関係者・関係機関間のコーディネ

ート役を担うことで産地のプロデュース機能を発揮し、連携と協力を促進する。 

 また、新規就農者の育成をはじめとした地域農業・農村の振興に当たっては、

先進的な農業者や地域リーダーとのパートナーシップを構築し、協働して取り組

む。 

（３）試験研究機関との連携強化 

 県、民間企業等の試験研究機関との連携に当たっては、研究開発に企画段階か

ら参画し、現場の課題や技術に関する提案を行う。また、研究成果を生かして農

業現場にいち早く普及し、技術革新を推進する。 

（４）都道府県間の連携 

 広域的な課題に対する横断的な検討及び解決に向け、必要に応じて行政区域を

越えた情報共有、技術協力等を行う。 

（５）普及活動計画の策定と評価 

 振興基本計画の実現に向けた普及活動計画として、５年後の長期目標と活動方
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針を定めた「普及活動基本計画」と、単年度ごとの「普及活動年度計画」を策定

する。 

 普及活動計画の策定に当たっては、適切な目標や活動内容とするため、先進的

な農業者等から意見を聴取するとともに、明確な役割分担の下に普及指導活動を

展開するため、市町村や農業団体等と意見や情報の交換を行う。 

 普及指導活動の成果を検討するため、自ら行う内部評価及び外部による客観的

な評価を実施し、評価結果を次年度以降の普及活動計画に反映させる。 

 また、外部評価結果については公表する。 

 なお、普及活動計画の策定や対象の選定に当たっては、地域の実情に応じ、普

及指導員による取組の必要性及び緊急性が高いものに重点化する。 

 このうち、特に重要な課題については、農業革新支援専門員が普及指導活動の

目標、期間、体制等を示した重点プロジェクト計画を定め、農林振興センター農

業支援部と連携して当該計画に基づく活動を推進するものとする。 

（６）調査研究活動の実施 

 農業に関する高度な技術及び当該技術に関する普及指導活動方法を組み立て、

それを実証するなどの調査研究を実施し、その成果を普及指導活動に活用する。 

（７）現地開発型技術の確立 

 農業経営体への新技術の導入や地域課題の解決のため、農業技術研究センター

及び茶業研究所等と連携し、現地における新技術の開発、実証を行い、経営力の

ある農業の担い手の育成並びに地域農業の活性化を図る。 

 

第２ 普及指導員の配置に関する事項 

 意欲ある担い手を育成するため、地域の主要作物や営農形態、普及指導員の専門

性や経験年数、在任期間などを考慮し、普及指導員を配置するよう配慮する。 

 また、配置に当たっては、第３の２に示す普及指導員の専門性及び普及指導活動

の手法に係る長期的な資質向上、普及指導員資格を有する者の計画的養成、組織的

な機能の発揮等にも留意する。 

 １ 普及指導員の配置 

技術や経営の指導を通じ、担い手の育成、地域農業の振興を図る普及指導員を、

農林振興センター農業支援部、農業ビジネス支援課販売対策・６次産業化担当、農

業技術研究センター農業革新支援担当及び茶業研究所農業革新支援担当に配置す

る。 

 ２ 農業革新支援専門員の配置 

普及指導員のうち、高度な専門性を有する者を農業革新支援専門員として農業ビ

ジネス支援課販売対策・６次産業化担当、農業技術研究センター農業革新支援担当
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及び茶業研究所農業革新支援担当に配置する。 

農業革新支援専門員は、国、都道府県、試験研究機関、民間企業、大学等の取組

等の情報を収集し、研究・教育・行政等との連携強化による専門技術の高度化や政

策課題への対応、重点プロジェクト計画の企画立案・実施・総括や普及指導員の活

動支援や育成を行う。 

 ３ 農業改良助長法施行令第３条第２号における普及指導員の任用 

農業改良助長法施行令（昭和27年政令第148号）第３条第２号に基づき、農林水

産大臣が定める基準を満たす者を、普及指導員として任用する。 

 ４ 普及指導員の養成・確保 

普及指導員を的確に配置するため、普及指導員の任用資格を有する者の計画的な

養成及び確保を図る。 

普及指導員の任用資格を有する者の養成及び確保に当たり、普及指導員の任用資

格の取得を目指す者を原則として農林振興センター農業支援部に配置し、普及指導

員の監督の下で普及指導に従事させることを通じて、現場での課題抽出から解決ま

での能力等の向上を図る。 

 

第３ 普及指導員の資質の向上に関する事項 

 普及指導員に求められる役割を十分に発揮しつつ、農業者からの高度かつ多様な

ニーズや地域課題へ効果的に対応するために必要な資質の向上が図られるよう、次

に掲げる事項に留意して、普及指導員の自己研鑽の促進及び研修の充実・強化に努

める。 

１ 人材育成計画の策定 

 中長期的な視点から協同農業普及事業の遂行に必要な人材を確保し、本県農業の

発展に寄与するため、普及指導員の備えるべき資質を明確にし、育成に向けての具

体的な方策を取りまとめた「埼玉県普及指導員等人材育成計画」（以下「人材育成

計画」という。）を策定するとともに「埼玉県普及指導員等養成研修要領」に基づ

き、計画的に研修を実施する。 

 ２ 向上を図るべき資質 

 普及指導員に求められる役割を発揮するため、スマート農業、気候変動への対

応、有機農業等主要な農業技術、規模拡大や法人化等に要する農業経営及び農業・

食品分野における知的財産保護・活用に関する高度な知識並びに効果的に普及指導

活動を展開するためのファシリテーション等の能力の習得を図る。 

 ３ 資質向上の方法 

 普及指導員は、関係機関からの情報収集や調査研究の実施による自発的な能力向

上の取組等により幅広い専門的な知識や技術の習得、関係機関との人脈の形成を積
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極的に図る。普及指導員に対する研修の実施については、人材育成計画に基づき経

験年数、職務経歴に応じて、ＩＣＴ等を効果的に活用しつつ、計画的な集合研修や

オンライン研修、ＯＪＴ、派遣研修等を基本とし、県、国の役割分担のもとに体系

的に実施する。また、国や外部機関が行う研修等を普及指導員の資質の向上を図る

ために有効に活用する。その際、普及指導活動経験の少ない普及指導員等の能力の

向上を図るための体制の整備及び農業革新支援専門員の役割を担うことができる人

材の育成を考慮する。 

 

第４ 普及指導センター等の運営 

 １ 普及指導センターの運営 

   農林振興センター農業支援部は、運営指針第５に規定する普及指導センターとし

て、普及指導員の活動拠点としての機能を十分に発揮できるよう整備する。また、

農林振興センター農業支援部が農業者等のスマート農業、気候変動への対応、有機

農業を始めとした農業技術及び農業経営に関する情報発信・相談窓口として、ま

た、食料システム関係者・関係機関、試験研究機関や民間等の専門家、市町村や農

業団体等の関係機関を繋ぐ機関として機能するよう運営する。その際、人事異動等

によって普及指導員が培った普及指導に係る情報が途絶えないよう、必要に応じて

ＩＣＴも活用しつつ、情報の継承体制の構築を図るものとする。 

 ２ 農業革新支援センターの運営 

 農業技術研究センター農業革新支援担当は、運営指針第５に規定する農業革新支

援センターとして、先進的な農業者等からの高度かつ専門的な相談への対応や、

国、試験研究機関、民間企業、他の都道府県とのネットワークの構築及び新たな技

術等に係る情報の集約整理等により、普及指導センターの活動を支援するものとな

るよう整備する。 

 

第５ 農業大学校における教育内容の充実強化 

 農業大学校の運営に当たっては、地域農業の状況を踏まえ、農林振興センター農

業支援部や農業革新支援担当、試験研究機関、関係機関等と連携し、卒業後に就農

する学生や社会人を含む幅広い世代の就農希望者の増加に資する取組を着実に実施

できるよう次に掲げる事項に努める。 

１ 研修教育の内容の充実強化等 

 農業大学校は、就農希望者等に対する県の中核的な教育機関として、実践的な技

術力と経営力を備えた農業者の育成が図られるよう、栽培知識・技術の習得を基礎

とした上で、先進的な農業経営者等による授業、現場での実習、農業生産工程管理

（ＧＡＰ）、農産物輸出及び経営管理に関する教育、企業並びに教育機関及び研究
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機関と連携したスマート農業技術及び有機農業を含む環境と調和のとれた農業に関

する研修を始めとした、実践的・発展的な教育内容の充実強化を進めるとともに、

そのための機械・設備の導入や施設の整備を進める。また、指導力向上のための研

修を実施し、指導職員の資質の向上を図る。 

２ 就農支援の取組の推進等 

 農業大学校においては、学生のニーズや地域の農業実態等に応じた支援を行うこ

ととする。就職就農を希望する学生や学生の雇用を希望する法人が増加しているこ

とを踏まえ、雇用就農を円滑に推進するため、法人の労働環境や経営状況等を鑑み

た就農相談や農業法人等とのマッチングを行う。また、親元就農や新規参入を目指

す学生も含め、農林振興センター等の関係機関との連携により就農支援の取組を推

進し、役割分担を踏まえ、就農後における地域への定着が図られるよう継続的な支

援を行う。 

３ 農業高校等の生徒への研修機会の提供等 

 農業の魅力を伝え、将来的に農業を職業として選択する人材を育成するため、普

及指導員や農業系高校、普通高校と連携し、農業大学校において農業系高校等の生

徒に対する研修の機会を提供する。 

４ 社会人等への研修機会の提供等 

 農業大学校は、社会人を含む幅広い世代の就農を促進するため、他の研修機関等

との連携・役割分担の下、社会人等に対する研修の機会を提供する。 

５ 先進的な農業者等による外部評価の実施 

 農業大学校は、研修教育の内容、その成果及び実施体制について、先進的な農業

者等による外部評価を実施し、その結果を踏まえて研修教育の内容等の改善を行

う。 

 

第６ その他協同農業普及事業の実施に関する事項 

 １ 民間との連携 

 地域の実情に応じて、普及指導活動を補完する目的で普及指導協力委員制度を活

用する。 

 また、農業経営を総合的に支援していく観点から埼玉県農業経営・就農支援セン

ターと連携しつつ税理士、社会保険労務士等を積極的に活用するとともに、多様な

資源の活用等による地域農業の活性化を図るため、商工会議所など他産業の支援機

関との連携強化を図る。 

 ２ 農業に関する教育への協力 

 農業に対する県民の理解を深め、将来の担い手の確保に資するよう教育機関、市

町村が行う農業に関する教育に対し、情報提供等の必要な協力を行う。 


